eスポーツ選手契約書

本契約は、●●株式会社（以下「チーム」という。）と、●●（以下「選手」という。）との間で、選手活動に関して締結されるものである。

第1条（目的）
本契約は、チームが運営するeスポーツ部門における選手として、選手が競技活動、広報活動、その他関連業務を行う条件を定め、両当事者の権利義務を明確にすることを目的とする。

第2条（定義）
本契約における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 「競技活動」とは、チームが指定するゲームタイトルに関して、大会参加、練習、戦術研究等を含む一切の活動をいう。
2. 「広報活動」とは、スポンサー対応、イベント出演、SNS発信、メディア対応等、チームまたはスポンサーの宣伝活動を含む一切の行為をいう。
3. 「成果物」とは、選手が競技活動・広報活動を通じて作成した動画、画像、文章、配信アーカイブ等をいう。

第3条（選手の義務）
1. 選手は、チームの指示に従い、競技力向上に努め、誠実に活動しなければならない。
2. 選手は、チームのブランド価値を損なう行為（暴言、差別表現、法令違反、迷惑行為等）をしてはならない。
3. 選手は、チームの許可なく、他チーム・他団体との契約、スポンサー契約、またはこれに類する行為を行ってはならない。
4. チームが合理的と認める範囲で要求する広報活動に参加しなければならない。

第4条（チームの義務）
1. チームは、選手に対し本契約に基づく報酬を適切に支払う。
2. チームは、選手の活動に必要な設備、環境、情報提供に努めるものとする。
3. チームは、選手の人格・プライバシーを尊重し、過度の拘束を行わない。

第5条（報酬）
1. 選手の報酬は、次の各号の合計額とする。
　(1) 基本報酬：月額●●円
　(2) 大会賞金分配：チームが受領した賞金のうち●●％
　(3) スポンサー契約収益分配：チームが受領したスポンサー料のうち●●％
2. 報酬の支払い方法・支払日は別途チームが定める規程による。

第6条（活動スケジュール）
1. 選手は、チームが定める練習スケジュールに従うものとする。
2. 選手は、事前にチームの承諾なく無断欠席してはならない。
3. 健康状態・家庭事情等で活動が困難な場合、速やかにチームへ報告する。

第7条（肖像権・著作権）
1. 選手は、チームおよびスポンサーが、選手の肖像（名前・画像・動画等）を広告宣伝目的で利用することを許諾する。
2. 成果物の著作権はチームに帰属する。ただし、選手の個人的SNSにおける通常利用についてはチームの許可があるものとする。
3. 選手は、成果物の第三者利用を希望する場合、チームの承諾を得なければならない。
第8条（秘密保持）
選手は、チームの戦術、未公開情報、スポンサー情報、チーム内の管理情報等を第三者へ漏えいしてはならない。
本義務は契約終了後も3年間存続する。

第9条（機器・アカウントの管理）
1. チームが提供したデバイス・アカウントはチームの所有物であり、選手は適切に管理しなければならない。
2. チームの許可なく第三者に利用させてはならない。

第10条（健康管理）
1. 選手は、競技活動に支障が出ないよう、健康管理に努めるものとする。
2. 健康上の不調がある場合、チームに速やかに報告し、必要な診療を受ける。

第11条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。
2. 契約満了1ヶ月前までに双方から異議がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

第12条（禁止事項）
選手は、次に掲げる行為をしてはならない。
1. 不正行為（チート、アビューズ、ランクブースト等）
2. SNSを含む公的場面での誹謗中傷行為
3. 競技活動に支障を与える過度な深夜行動やアルコール・薬物の乱用
4. 反社会的勢力との関与
5. チームの信用を著しく損なう行為

第13条（損害賠償）
選手が本契約に違反しチームに損害を与えた場合、チームは選手に対し損害賠償を請求できる。

第14条（契約解除）
チームまたは選手は、以下の事由がある場合、本契約を解除できる。
1. 契約違反が是正されないとき
2. 大会参加に著しい支障があると認められるとき
3. 社会的信用を失墜させる行為が発覚したとき
4. やむを得ない事情で競技活動の継続が困難となったとき

第15条（準拠法・管轄裁判所）
本契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、チーム所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、両当事者が署名または記名押印のうえ、各1通を保持する。






●●年●月●日

チーム（甲）
住所：
名称：●●株式会社
代表者名：　　　　　　　　　　　　　印

選手（乙）
住所：
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　印

